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令和８年度供給教科書『新・中学保健体育』（保体 224-72）訂正のお知らせ

令和 8年度供給教科書
『新・中学保健体育』（保体 224-72）訂正のお知らせ

　令和 8年度供給の弊社発行の教科書『新・中学保健体育』（保体224-72）の訂正に関してお知
らせいたします（以下の赤色下線部分が該当箇所です）。関連箇所をご指導される際には、ご配慮く
ださいますようお願い申しあげます。

株式会社Gakken　

● 17ページ　資料２

訂正前

訂正後　

※教科書紙面を縮少するなどして提示しています。

3スポーツの語源
deportare（ラテン語）
➡ dis port（中世英語）
dis：離

はな

れる　port：運ぶ、労働
→労働から離

はな

れる  →気晴らし、遊び
➡ diの部分が省略
➡ sport

4国連教育科学文化機関（U
ユ ネ ス コ

NESCO）の体育・身
体活動・スポーツに関する国際憲章第１条で、
「体育・身体活動・スポーツの実

じっ

践
せん

は、すべて
の人の基本的権利である」と定められている。

（『スポーツ基本法』前文より抜
ばっ

粋
すい

）

　スポーツを通じて幸福で豊かな生
活を営むことは、全ての人々の権利
であり、全ての国民がその自発性の
下に、各々の関心、適性等に応じて、
安全かつ公正な環

かん

境
きょう

の下で日常的に
スポーツに親しみ、スポーツを楽し
み、又

また

はスポーツを支える活動に参
画することのできる機会が確保され
なければならない。（抜

ばっ

粋
すい

）

日本の『スポーツ基本法』（前文）資料 2

　スポーツは、気晴らしや楽しみ、遊びなどを表す言葉が語
源といわれています。
　スポーツは、時代や社会の変化に伴

ともな

って、捉
とら

え方や行い方
も変化してきました。近代には、市民の健全な娯

ご

楽
らく

や社交、
青少年の教育として発展し、競技スポーツが確立しました。
20世紀の前半には、軍隊などの訓練や国の優位性を示す目
的と結び付いて、強くたくましい体を育てたり、記録や勝利
を第一に求めたりするものという捉

とら

え方が強くなりました。
　現在では、健康づくりやレジャー活動も含

ふく

めて、広く捉
とら

え
られています。そして、スポーツに親しむことは全ての人に
とって基本的な権利であり、誰

だれ

もが生
しょう

涯
がい

にわたって楽しめる
ものとして捉

とら

えられるようになってきています。 資料 ２

3

4

2 スポーツの捉
とら

え方はどのように
変化してきたのでしょうか。

スポーツの
捉
と ら

え方の変化

5
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3スポーツの語源
deportare（ラテン語）
➡ dis port（中世英語）
dis：離

はな

れる　port：運ぶ、労働
 →労働から離

はな

れる  →気晴らし、遊び
➡ diの部分が省略
➡ sport

4国連教育科学文化機関（U
ユ ネ ス コ

NESCO）の体育・身体活動・ス
ポーツに関する国際憲章第１条で、「体育・身体活動・スポー
ツの実

じっ

践
せん

は、すべての人の基本的権利である」と定められ
ている。

日本の『スポーツ基本法』（前文）資料 2

　スポーツは、気晴らしや楽しみ、遊びなどを表す
言葉が語源といわれています。
　スポーツは、時代や社会の変化に伴

ともな

って、捉
とら

え方
や行い方も変化してきました。近代には、市民の健
全な娯

ご

楽
らく

や社交、青少年の教育として発展し、競技
スポーツが確立しました。20世紀の前半には、軍
隊などの訓練や国の優位性を示す目的と結び付いて、
強くたくましい体を育てたり、記録や勝利を第一に
求めたりするものという捉

とら

え方が強くなりました。
　現在では、健康づくりやレジャー活動も含

ふく

めて、
広く捉

とら

えられています。そして、スポーツに親しむ
ことは全ての人にとって基本的な権利であり、誰

だれ

も
が生

しょう

涯
がい

にわたって楽しめるものとして捉
とら

えられるよ
うになってきています。 資料 ２

3

4

2 スポーツの捉
とら

え方はどのように
変化してきたのでしょうか。

スポーツの
捉
と ら

え方の変化

（『スポーツ基本法』前文より抜
ばっ

粋
すい

）

　スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全
ての人々の権利であり、全ての国民がその自発性の下に、
人種、性別、年

ねん

齢
れい

、障害の有無等にかかわらず、各々の
関心、適性等に応じて、安全かつ公正な環

かん

境
きょう

の下で日常
的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、又

また

はスポー
ツを支える活動に参画することのできる機会、スポーツ
に関し集う機会、スポーツを通じてつながる機会等が確
保されることにより、多様な国民一人一人が生きがいを
持ち幸福を享

きょう

受
じゅ

できるようにするとともに、豊かさを実
感できる社会の実現が図られなければならない。（抜

ばっ

粋
すい

）
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（資料２の文字増量
に伴い、字組変更。）
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● 32ページ　資料１

訂正前 訂正後　

● 39ページ　探究 2

訂正前 訂正後　

● 81ページ　探究 2

訂正前 訂正後　

１日のエネルギー摂
せっ

取
しゅ

量の目安資料 1

    男子（kcal/ 日）   女子（kcal/ 日）

年
ねん

齢
れい

身体活動レベル 身体活動レベル

低い 普
ふ

通
つう

高い 低い 普
ふ

通
つう

高い

12～ 14歳
さい
2,300 2,600 2,900 2,150 2,400 2,700

15 ～ 17歳
さい
2,500 2,800 3,150 2,050 2,300 2,550

＊ 1kcal=4.184kJ （厚生労働省『日本人の食事摂
せっ

取
しゅ

基準』2020 年版）

g

１日のエネルギー摂
せっ

取
しゅ

量の目安資料 1

    男子（kcal/ 日）   女子（kcal/ 日）

年
ねん

齢
れい

身体活動レベル 身体活動レベル

低い 普
ふ

通
つう

高い 低い 普
ふ

通
つう

高い

12～ 14歳
さい
2,300 2,600 2,900 2,150 2,400 2,700

15 ～ 17歳
さい
2,500 2,850 3,150 2,050 2,300 2,550

＊ 1kcal=4.184kJ （厚生労働省『日本人の食事摂
せっ

取
しゅ

基準』2025 年版）

g

▲

運転免
めん

許
きょ

証や健康保険証
でも意思表示ができる｡
　（運転免

めん

許
きょ

証の例）

▲

運転免
めん

許
きょ

証やマイナ
ンバーカードでも意
思表示ができる｡
（運転免

めん

許
きょ

証の例）

 運動・スポーツ活動時の熱
ねっ

中
ちゅう

症
しょう

予防 5か条
❶暑いとき、無理な運動は事故のもと
●❷急な暑さに要注意
❸失われる水と塩分を取り戻

もど

そう
❹薄

うす

着
ぎ

スタイルでさわやかに
●❺体調不良は事故のもと （日本スポーツ協会による、一部改変）

 運動・スポーツ活動時の熱
ねっ

中
ちゅう

症
しょう

予防 5か条
❶暑いとき、無理な運動は事故のもと
●❷急な暑さに要注意
❸失われる水と塩分を取り戻

もど

そう
❹冷やそう、体の外から内から
●❺体調不良は事故のもと （日本スポーツ協会による、一部改変）
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● 106ページ　上段

訂正前

訂正後　
（図・グラフ
も変更）

南海
トラ
フ

南海トラフ巨
きょ

大
だい

地
じ

震
しん

の想定 （内閣府の資料より作成）

震
しん

度
ど

の最大値の分布
震
しん

度
ど

階級
　　７
　　６強
　　６弱
　　５強
　　５弱
　　４
　　３以下

南海トラフ巨
きょ

大
だい

地
じ

震
しん

発生の可能性
地
じ

震
しん

の規模：マグニチュード８～９クラス
地
じ

震
しん

発生の確率：30年以内に、70～80%

茨
城

千
葉東

京
神
奈
川

静
岡

愛
知

三
重

大
阪

兵
庫

和
歌
山

岡
山

広
島

山
口

徳
島

香
川

愛
媛

高
知

福
岡

長
崎

熊
本

大
分

宮
崎

鹿
児
島

沖
縄

m
40

島しょ部

30
20
10
0

想定される津波の最大の高さ
つ なみ

区部

南海
トラ
フ

南海トラフ巨
きょ

大
だい

地
じ

震
しん

の想定 （内閣府などの資料より作成）

震
しん

度
ど

の最大値の分布
震
しん

度
ど

階級
　　７
　　６強
　　６弱
　　５強
　　５弱
　　４
　　３以下

南海トラフ巨
きょ

大
だい

地
じ

震
しん

発生の可能性
地
じ

震
しん

の規模：マグニチュード８～９クラス
地
じ

震
しん

発生の確率：30年以内に、60～90%程度以上

福
島

茨
城

千
葉東

京
神
奈
川

静
岡

愛
知

三
重

大
阪

兵
庫

和
歌
山

岡
山

広
島

山
口

徳
島

香
川

愛
媛

高
知

福
岡

長
崎

熊
本

大
分

宮
崎

鹿
児
島

沖
縄

m
40

島しょ部

30
20
10
0

想定される津波の最大の高さ
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区部
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● 130ページ　探究 1

訂正前 訂正後　

● 164ページ　リンク

訂正前

訂正後　

● 110ページ　情報サプリ・探究

訂正前

訂正後　

探 究情  報
サプリ

道路交通法により、重大な事故につながる危険行
こう

為
い

として15項
こう

目
もく

が定められています。３年間で２回以上の取り
締
し

まりを受けたり交通事故を起こしたりした場合、自転車運転者講習が義務づけられています｡ ➡p.130

探 究情  報
サプリ

道路交通法により、重大な事故につながる危険行
こう

為
い

として16項
こう

目
もく

が定められています。３年間で２回以上の取り
締
し

まりを受けたり交通事故を起こしたりした場合、自転車運転者講習が義務づけられています｡ ➡p.130探究

❶信号無視
❷通行禁止違

い

反
はん

❸歩行者用道路における車両の義務違
い

反
はん

（徐
じょ

行
こう

違
い

反
はん

）
❹通行区分違

い

反
はん

❺路側帯通行時の歩行者の通行妨
ぼう

害
がい

❻遮
しゃ

断
だん

踏
ふみ

切
きり

立入り
❼交差点安全進行義務違

い

反
はん

など
❽交差点優先車妨

ぼう

害
がい

など
❾環

かん

状
じょう

交差点安全進行義務違
い

反
はん

など
10指定場所一時不停止など
11歩道通行時の通行方法違

い

反
はん

12制動装置（ブレーキ）不良自転車運転
13酒酔

よ

い運転
14安全運転義務違

い

反
はん

15他の車両などを妨
ぼう

害
がい

する運転（あおり運転）
違
い

反
はん

行
こう

為
い

により３年以内に２回以上摘
てき

発
はつ

された場合、自転車運転
者講習が義務づけられ、従わない場合は５万円以下の罰

ばっ

金
きん

となる｡

■自転車による危険な違
い

反
はん

行
こう

為
い

探究

❶信号無視
❷通行禁止違

い

反
はん

❸歩行者用道路における車両の義務違
い

反
はん

（徐
じょ

行
こう

違
い

反
はん

）
❹通行区分違

い

反
はん

❺路側帯通行時の歩行者の通行妨
ぼう

害
がい

❻遮
しゃ

断
だん

踏
ふみ

切
きり

立入り
❼交差点安全進行義務違

い

反
はん

など
❽交差点優先車妨

ぼう

害
がい

など
❾環
かん

状
じょう

交差点安全進行義務違
い

反
はん

など
10指定場所一時不停止など
11歩道通行時の通行方法違

い

反
はん

12制動装置（ブレーキ）不良自転車運転
13酒酔

よ

い運転など
14安全運転義務違

い

反
はん

15携
けい

帯
たい

電話使用など（ながらスマホ）
16他の車両などを妨

ぼう

害
がい

する運転（あおり運転）
違
い

反
はん

行
こう

為
い

により３年以内に２回以上摘
てき

発
はつ

された場合、自転車運転者講習
が義務づけられ、従わない場合は５万円以下の罰

ばっ

金
きん

となる｡

■自転車による危険な違
い

反
はん

行
こう

為
い

探究

リンク ウェブサイト：国立健康危機管理研究機構「感
かん

染
せん

症
しょう

情報提供サイト」

探究

リンク ウェブサイト：国立感
かん

染
せん

症
しょう

研究所「感
かん

染
せん

症
しょう

疫
えき

学
がく

センター」


